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要旨：ユニバーサルツーリズムは「高齢や障害等の有無にかかわらず，誰もが気兼ねなく参加できる旅行」の

ことで1)，その実現のためには施設や交通機関の対応促進，それらを支える人材を増やすための総合政策など

が必須である．車いす利用者が一般の旅行者と一緒に思いたった時に旅行できるような環境になるまでには時

間がかかりそうである．車いす利用者にとって，長距離の旅行はリフト付き大型観光バスを利用することとな

るが，比較的近距離の周遊観光に適した乗り物はタクシー・バンに限定される．著者らのグループは低速電動

バスeCOM-8を開発し，それが乗客間のコミュニケーションを促進させ2)，見守りにつながる可能性があること

を指摘した3)．eCOM-8は環境性能から観光地での周遊や商店街などでの活用が進んでいる4)．このeCOM-8の後

継車として新たにeCOM-82が開発された．この車両には車いす用のリフトが装備されている．また，車いすリ

フトが装備されているeCOM-10も開発されている．本稿では，これらの新たに開発された低速電動バスについ

て紹介するとともに，車いす利用者が一般の乗客と対等の立場で同乗者とコミュニケーションしつつ旅行を楽

しむユニバーサルツーリズムをeCOM-82が実現できる可能性を検討した． 

 

１．はじめに 

本節では，ユニバーサルツーリズムとわが国でのその進展状況について概観する．ユニバーサルツーリズム

は，ツーリズムにおいてバリアフリーとノーマライゼーションの両方の特徴を備えたものである．ノーマライ

ゼーションとは，ベンクト・ニィリエ5)によれば誰もが「一般社会または可能な限りそれに近い状態の日常生

活やライフパターンを経験するべき」というものである．もともとはデンマークやスウェーデンなどの北欧を

起源とし，1957年のデンマークの法律の序文の「知的障害者に可能な限りノーマルな生活環境を与える」とい

うフレーズが出発点と言われている．バンク=ミッケルセンは1959年デンマーク障害者福祉法の成立に尽力し，

彼に影響を受けたベンクト・ニィリエは1969年にノーマライゼーションの原理を成文化した．この理念では，

障害者を特別視するのではなく，社会の中で普通の生活が送れるべきであるという原則を述べている．この考

え方はその後広がりを見せ，国連の「知的障害者権利宣言」（1971年），「障害者権利宣言」（1975年）とつ

ながり，知的障害者にとどまらず誰もが同じ生活を送ることができるべきであるとその展開を広げている．わ

が国の公共交通機関のように車両の片隅に障害者の乗車スペースが設置されていることはバリアフリーを達

成していても，車いす利用者が乗車する状況を他の利用者が特別視し逆差別をする現状ではノーマライゼーシ

ョンを達成しているとは言えない．車いす利用の乗客もまわりの人々もバリアフリーやノーマライゼーション

を意識することなく一緒に観光を楽しむことができるのがユニバーサルツーリズムのあるべき姿である．なお

ユニバーサルツーリズムはアクセシブルツーリズムと呼ばれることもある6)． 

日本における車いす利用の乗客を取り巻く環境については，2006年にバリアフリー新法（高齢者，障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律）が施行された．2020年に開催予定であったオリンピック・パラリンピ

ックを控え共生社会等の実現をめざしたものであった． 

 

国内の交通インフラはバリアフリー化が進んでいるが十分でないことも指摘されている7)．国土交通省によ

れば8)平成31年の段階で，バリアフリー化は，航空機98%，鉄道73%，ノンステップバス58%，船舶45%にとど

まっている．一方，利用者側の意識を調査した内閣府の調査9)では，バリアフリーが「進んだ・まあまあ進ん

だ」と肯定的な回答をした者の割合は，鉄軌道車両29.5%，バス車両26.8%，旅客船21.4%，航空機31.7%にとど

まっている． 

パラリンピックを控え，東京都は2016年からユニバーサルデザイン（Universal Design / UD，以下UD）車両

に対し1台60万円の購入助成を開始し，車いすのまま乗車が可能な日産製NV200とトヨタ製のJPN TAXIへの移

行が進み法人タクシーの3台に1台がUD車両となり，関係者のUD研修も進んでいるが10)，これらの車両の地方

への波及については限定的である． 
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車いす利用者が旅行をする際の交通手段と状況について整理したものが表１である．旅行の全行程をバスで

移動するケース，長距離を公共交通機関で移動し目的地の周遊のためにバンやタクシーを利用するものに大別

できる．全行程をバスで移動するにはリフト付き大型バスを利用することが多い．大型バスは荷物を入れるト

ランクが車体下部にあるため，車いすの乗降にリフトを使う必要がある．車いす乗車台数は6台のものが多い

が10台のタイプもある．専用車体であるため利用料金は高めに設定されている．鉄道については乗降時に介助

が必要なため事前連絡を求められる場合が多い11)． 

目的地での周遊については，バン，タクシーで行うこととなるが，車いすの扱いになれた車いすのツーリズ

ムを支援するNPOなどの団体のサービスを利用するには事前連絡が必要である．一方で，タクシーや路線バス

については一般乗客の利用を前提としているので，車いす利用に制限がつくことがある． 

本稿は航続距離の短いeCOM-82との比較になるため，目的地での近距離の周遊観光に限定し，複数の一般の

乗客と一緒に車いすで直接乗車が可能なバンとの比較検討を行う． 

 

表１ 車いす利用者の交通手段の整理 

 
 交通手段 催行主体・専用車体の有無 行程 乗降方法，乗降の自由度 利用者の準備 

長

距

離

移

動 

鉄道 なし・なし 長距離移動が可能 介助による乗降 事前連絡を求められる場合

あり 

バス 旅行会社，バス会社 

専用の車あり 

長距離移動が可能 

出発地に集合・解散 

荷物を車体下部に積載す

るため電動リフトを装備 

乗降するタイミングは限

定的 

事前に計画を行うことが必

要で，変更の自由度は限定

的 

近

距

離

の

周

遊 

バン 目的地のNPOなど・あり 目的地までは公共交

通機関を利用 

リフトや介助による乗降 事前予約が必要 

タクシー なし（オンデマンド）・専

用車体あり 

同上 人力による乗降，車いすか

ら降りて利用．UD車両は

車いすのまま利用可能． 

車いす利用に対応している

か確認することが必要 

福祉タクシー なし（オンデマンド）・専

用の車体を用意 

同上 リフトや介助による乗降 事前予約が必要 

車いすの扱いになれてい

る． 

料金は利用距離が長いと単

価が下がる． 

路線バス なし・なし 短距離移動 スロープ，介助による乗降 なし 

過去に乗車拒否の問題 

利用者側が遠慮するケース

あり 

 

低速電動バスeCOM-8やここで取り上げるeCOM-82は，平地では一充電でおよそ35km走行可能であり短距離

の定期運行や周遊観光に限定して使われている． 

低速電動バスを取り巻く環境について概観する．2018年に国土交通省は，電動，4人乗り以上，最高時速20km

未満の乗り物をグリーンスローモビリティと名付けて，全国に普及する取り組みを始めた．著者らは，科学技

術振興機構（JST）の社会技術研究開発センターの支援を受けて，2010年から低速電動バスeCOM-8の開発を行

いその実装を進めてきた．eCOM-8もグリーンスローモビリティに認定され，その後開発されたeCOM-82（乗車

定員10名），eCOM-10（乗車定員16名，東京池袋IKEBUSも同車体）も国内10箇所以上で地域実装が行われて

いる．一部生活交通として利用されているがその多くが観光を目的として導入されている．低速電動バス

eCOM-8の地域導入によって，地域の活性化4)や見守りの効果3)が発生し地域コミュニティの中で高齢者に対す

る効果があることが明らかとなっている． 

eCOM-8の生まれた群馬県桐生市では，週末は市内周遊観光のための定期運行が行われ，平日は高齢者のモ

ビリティを高めるために2カ所の町内会から市街地をつなぐ形で週4日運行されている．eCOM-8の後継車であ

るeCOM-82は車いすリフトを備えており，福祉車両の指定は受けていないが車いす利用の乗客も乗車可能で，

近距離の周遊観光も可能である．次節ではリフト付き低速電動バス（eCOM-82，eCOM-10）と福祉車両とを比

較検討する． 

 

２．車いすリフトを備えた低速電動バスの開発と特徴 

車いす利用者が近距離の周遊観光に利用可能な車両として福祉車両がある．東京都と東京観光財団が助成対

象としている車いす対応の福祉車両はバンタイプ（車いす4台分）のものと軽自動車タイプ（車いす1台分）の
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二種類がある．バンタイプのものは図2のように現行のバンを改造したものであり，車両後部から乗降するも

のである． 

 

 
図2 車いす4台が乗車可能なバンタイプの福祉車両 

 

既報で福祉車両ではない一般のバンタイプとeCOM-8との比較研究を行ったところ，バンタイプは背もたれ

で見通しが悪く全員進行方向を向いているため，eCOM-8に比較して同乗者どうしの会話のしやすさの評価値

が低いことが明らかとなっている2)．同様に，図2のように車いす利用者専用の福祉車両の場合，進行方向を向

いていて背もたれなどの障害物があるため会話しやすさの評価値は低い．ユニバーサルツーリズムを目指すた

めには予約をとらずに気軽に乗車できること，同乗者と会話を楽しめること，さらにノーマライゼーションの

観点から同乗者は介助者以外の乗客と車室内空間を共有できることが必要である．そういった観点で考えると，

同乗者と介助者以外の乗客と車室内空間を共有でき，ユニバーサルツーリズムにも利用可能な乗り物は，本稿

で評価を行うeCOM-82やeCOM-10以外には見あたらない． 

 

図3は低速電動バスに装備された車いすリフトであるが，車両後方から電動リフトによって乗降するタイプ

であり，重量が200kg以上ある電動車いすでも乗降可能である．写真はeCOM-10の乗降実験の様子であるが

eCOM-82も同型のリフトが装備されている．著者らが2017年12月に実施した実証実験において，車いす利用者

から降車時に後ろ向きでリフトに移動するのが怖いとの指摘があり，介助者の誘導か手すりの設置が必要であ

ることがわかった．走行中の車いすの転倒や移動防止用に一対の固定用アームをロングシート座面裏に備えて

いる．実験時に車いすを二台乗車させ一台については他の乗客が車輪を支え走行実験を行ったが，勾配で急加

速を行うと車いすの座席が後方に回転し転倒する可能性があることも確認でき，固定用アームの重要性と運転

方法の確認も行うことができた．車内から車いす利用者の目線でも周囲の視認性が高いことも確認できた． 

 

 
図3 車いすリフト使用時の様子と車内での車いすの固定位置(eCOM-10) 

 

上記の実証実験はeCOM-10で行ったが今回シミュレーションしたのはeCOM-82である（図4）．乗車定員は運

転手を含め10名でありeCOM-10と同型の電動リフトを備えている．図5は平面図で図6が側面図である． 

 

 
図4 eCOM-82の概観(前面，後方) 
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 図5 eCOM-82平面図 図6 eCOM-82側面図 

 
バンと比較するとeCOM-82では車椅子利用者と介助者以外の乗車も可能であり，ユニバーサルツーリズムの

実現のために次節で検討される座席配置の優位性も高いと予想される． 

 

３．車室内における会話のしやすさの評価 

リフト付きeCOM-82を車いす利用者の視点で，車室内における会話のしやすさをシミュレーションによる評

価を行う．会話が発生するかどうかを，対人距離の長短，会話をしようとする人との間に障害物があるかどう

かをモデル化し検討する．対人距離については，橋本ら12)の対人距離の考え方を採用する．図7のとおり0.8～

1.5mまでを「会話をしないと気詰まり」が生じる距離，1.5～2.2mまでを「会話をしなくても気詰まりでない」

距離とし，「対話可能な距離」を0.8～2.2mの範囲とした． 

 
図7 会話可能な距離2) 

 

車いす利用の乗客からの評価をするため，車いす利用の乗客は常に乗車しているものとする．車いす利用者

の乗車によって座席2つ分を占有することとなり車いす利用者以外の乗客定員は7名となる．乗客は7カ所の定

位置にランダムに着座する（中間にずれて座ることはない）とする．他人と話したがらない人はなるべく人と

離れた位置に着座するであろうし，話し好きな人は乗客数が少なくてもすでに着座している乗客の近くに着座

するであろう．この点についてもランダムであるという前提で，前報2)に準じた手法で会話のしやすさを評価

した． 

 
図8 乗客間の距離d8j 

 

7つの着座位置を時計回りに番号付けし，図8中の8の番号を付した車いす利用の乗客からみた乗客j(j=1,…,7)

までの距離d8jを求め，図7に示した「会話可能な距離」の考え方をもとに評価を行った．𝑑8𝑗が1.5m以内は会話

可能として評価値𝐹(𝑑8𝑗)を1，1.5m～2.2mは会話可能だが頻度が落ちるとして評価値を0.5とし，2.2m以上の場

合は会話が難しいとして評価値を0とした．図8の図中の破線は車いす利用の乗客から1.5mの位置を示す． 
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 𝐹(𝑑8𝑗) = {

1.0 𝑑8𝑗  ≤ 1.5

0.5 1.5 < 𝑑8𝑗  ≤ 2.2

0 2.2 < 𝑑8𝑗

 (1) 

 

次に間に障害物（人）があると会話に影響が出ることを表わすために，乗客iとjの間の障害物がある場合に

𝑑𝑖𝑗を以下の𝐵を導入する． 

 

 𝐵 = {

1 𝑖と𝑗の間に人がいない

0.5 𝑖と𝑗の間に1人いる

0 𝑖と𝑗の間に2人以上いる

 (2) 

 

乗客iと乗客jの会話のしやすさ𝛼𝑖𝑗は以下のように表現できる． 

 

 𝛼𝑖𝑗 = 𝐵 × 𝐹(𝑑𝑖𝑗) (3) 

 

車いす利用の乗客（𝑖 = 8）からすると障害物（人）が存在しないため 𝐵 = 1となり𝛼8𝑗と𝑑8𝑗は等しくなる．

よって評価値𝛼8𝑗は以下のようにまとめられる． 

 

 𝛼8𝑗 = {

1.0 𝑑8𝑗  ≤ 1.5

0.5 1.5 < 𝑑8𝑗  ≤ 2.2

0 2.2 < 𝑑8𝑗

 (4) 

 

会話のしやすさは距離や障害物の有無だけでなく，斜めの位置に着座している場合と正面に着座している場

合とで前者の方が会話の条件が悪いと考えられるが，eCOM-82の車室内で車いすの乗客は，顔や体を傾けるこ

とで，正面に着座している場合とほぼ同じ状態で会話ができる．またjが空席であれば評価値𝛼8𝑗はゼロとなる． 

 

式(4)は，車いす利用者とそれ以外の乗客jとの会話のしやすさを表していたので，その合計値がある便にお

ける評価値となる．定員8人で乗客数がn人（n=(1,…,8)）の場合，以下のように表現することができる． 

 

 α8 = ∑ α8𝑗
𝑛
𝑗=1  (5) 

 

ここで算出されるα8は，ある便において車いす利用の乗客が会話できる人数を表している．車いす利用の乗

客に限定せずに会話しやすさを考えれば表2のように𝛼𝑖𝑗を表わすことが可能であり，その中の8列目の太枠部

が式(5)の示すところとなる．  

 

表2 n=8人の場合のα𝑖𝑗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある便のの平均値（会話できる割合） �̅� は次式のようになる． 

 

 �̅� =
α8

𝑛
 (6) 

 

i 

j 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1  α21 α31 α41 α51 α61 α71 α81 

2   α32 α42 α52 α62 α72 α82 

3    α43 α53 α63 α73 α83 

4     α54 α64 α74 α84 

5      α65 α75 α85 

6       α76 α86 

7        α87 

8         
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車いす利用の乗客以外の乗客数と着座位置をランダムに決め，それを１便とし �̅� を計算する．それを1,000

便分シミュレーションし平均 α̅̅ を求めた．計算に使用したプログラムはRである． 

 

表3は，シミュレーションの最初の20便を示したものである．車いす利用の乗客は常に乗車していて，ラン

ダムに与えられた乗車人数と着座位置(表中の●)をもとに �̅� の値が示されている．乗客数が4人の場合でも4

便と7便のように着座位置の関係から乗客数が同じでも �̅� の値が異なる場合もある．乗客数8名の場合は，満

席で組み合わせが一通りなので �̅� の値は常に一意に定まる． 

 

 

表3 各便の例 

 
 

 

この1,000便のα̅の平均値α̅̅ は0.805であった．乗客数nごとの α̅̅ の値を示したものが図9である． 

 

        
図9 乗客数nごとの車いす利用者が会話可能な割合 図10 乗客数nごとの車いす利用者が会話可能な人数 

 

図10は会話可能な人数をプロットした結果である．𝑛 = 8の時，約6.5人であることがわかった．eCOM-82は

進行方向に向かって着座しているバンに対して優位性があるばかりでなく，一般乗客のみが乗車した状況（約

5.5人2)）に比べても優位性があることがわかった．eCOM-82は対面シートの間隔が広く（650mmから800mmへ
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拡張）なり条件が厳しくなったが，車いす利用者が図5の通路中央という有利な位置に乗車しているため良好

な結果となった． 

なお，本研究で行った解析は既報で用いた手法を用いているが，車いす利用者の視点で解析を行っていると

ことが異なる．既報では乗客全員に対して平均的な会話のしやすさを評価しているが，本報では車いす利用者

を中心にそれ以外の乗客がランダムに着座した場合を対象として結果を整理した．このような視点は，ノーマ

ライゼーションの観点から考える場合に重要な視点と考えられる．特に，車いす利用者から見た場合に，会話

可能な人数が一般乗客のみが乗車した場合に比べて高い値を示すという結果は，新しく開発されたeCOM-82が，

他の乗客同士と同等以上に会話がしやすいことを表しており，ユニバーサルツーリズムに適した車室内構造を

有していることを示唆している． 

 

本稿では，ユニバーサルツーリズムの観点から，車いす用リフトを備えた低速電動バスeCOM-82の評価を行

った．最後にUDなどの設計の観点から若干の考察をしておきたい．UDは，高齢者や障害者のみではなく，す

べての人にとってバリアーのないものを設計するという考え方で，米国の建築家ロナルド・メイスにより提唱

されたものである13) 14) 15)．現在では建物やまちづくりだけではなく，製品の設計に至るまでその概念が普及し

ており，高齢者や障害者にとって障壁となるものをなくしてゆくというバリアフリー設計（Barrier-free design）

をさらに進めた概念ともいえる7)．このような設計概念は，前出のノーマライゼーションの概念に結実してゆ

く．本稿で取り上げた新しい低速電動バスの設計においても，車いす用リフトの装備や車内での会話のしやす

さへの配慮という点ではUDへの配慮が進んだといえる．また，これまでにない周遊観光に車いす利用者が使

いやすいモビリティを提供できるという点で，地域の交通インフラとしてのバリアフリー化，UD化を進める

ことができるという観点でも有効である． 

また，近年では人間中心設計（Human-Centered Design / HCD）や利用者中心設計（User-Centered Design / UCD）

と呼ばれる概念が提唱されている16) 17)．さらには，利用者が感じる経験をもとにして利用しやすい設計を行う

ユーザエクスペリエンス設計（User eXperience design / UXD）なども提唱されている18)．これらはコンピュータ

や情報端末などへのアクセスのしやすさを考慮した設計（User Interface Design / UID）概念19)から発展し，認知

科学分野等で研究が進んだものであるが，現在ではこれらの概念が人の利用する様々な「もの」や「こと」に

関する設計の基本的な概念になりつつある．本稿で取り上げた低速電動バスのようなスローモビリティについ

ても，その利用者やそれが導入された地域の人たちにとってどのような恩恵があるのかや，利用者や導入地域

の人々がどう感じるかといった利用者視点・地域視点での研究が今後さらに必要といえよう． 

 

４．おわりに 

ユニバーサルツーリズムの考え方を整理し，周遊観光に強みを持つ eCOM-82の紹介をし，車いす利用者から

の視点で周遊観光におけるリフト付き低速電動バス eCOM-82 の評価を行った．ユニバーサルツーリズムの考

え方に従えば，同乗する旅行者と会話を楽しみながら周遊することが理想である．車いす利用者にとって車室

内で会話ができる人数を評価した結果，7 名中 6.5 人程度の人と会話可能であることがわかった．前報 2)の平

均値の 5.5 人と比較して，車いす利用の乗客が乗り合わせた乗客と観光を一緒に楽しむことが可能であり，ユ

ニバーサルツーリズムの観点から周遊観光において有利な乗り物であると考えられる． 
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